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北九州市告示第４６２号 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第１５条

の１７第１項の規定により、次の土地を廃棄物が地下にある土地であって土地

の掘削その他の土地の形質の変更が行われることにより当該廃棄物に起因する

生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがある区域に指定することについて、

同条第２項の規定により、次のとおり告示する。 

 なお、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１５条の１８第１項に規定する

指定区域台帳は、北九州市環境局環境監視部産業廃棄物対策課に備え付ける。 

  令和４年１２月２１日 

北九州市長 北 橋 健 治 

１ 指定区域の所在地 

北九州市若松区大字小竹３０１１番地先及び柳崎町４番地先の公有水面の

一部 

２ 埋立地の区分 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和４６年政令第３００号）

第１３条の２第１号に掲げる埋立地 
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北九州市告示第４６３号 

 北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び管理に関する条例施行規則（

昭和４７年北九州市規則第３３号）第１６条の４の規定により、北九州市立白

野江植物公園の指定管理者を次のとおり告示する。 

令和４年１２月２１日 

北九州市長 北 橋 健 治 

指定管理者に指定した者 
指定する期間 

氏名 住所 

内山緑地建設株式会社

１１１１１

福岡県久留米市田主

丸町地徳３５５８番

地１ 

令和５年４月１日から

令和１０年３月３１日

まで 
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